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「市民の目フォーラム北海道」会報第 1７号（11 年７月）

事務局   市川守弘法律事務所内（札幌市中央区大通西

11丁目 北海ケミカル札幌ビル７Ｆ） 

http://shimin-me.net/  ☎ 050-7524-8995 

e-mail  shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 

 
 

「市民の目フォーラム北海道」は、警察の様々な問題に関心のある幅広い市民が集まり、警察に関す

る情報や意見を交換し、真に市民のための開かれた警察実現のために活動しています。 

 

・・・・・見适せない 2つのイベントのお知らせ・・・・・ 

 

 緊急講演会 その 1  「今どき、こんな裁判が！ 

弁護士が語る国賠訴訟のヤミ」 

   日時：平成 23年７月９日（土） 午後２時から午後５時まで （開場午後 1時 30分） 

    場所：札幌市北区北８条西３丁目  エルプラザ３階ホール（男女共同参画センター） 

    講演：1  市川守弘弁護士の講演 (1時間 30分) 

         「謝らない警察、泣き寝入りする市民」 

       2  今 瞭美弁護士の講演 (1時間) 

         「法の丌知を許さず！」って何？ 

「裁判官！ それは、あんまりです！」  

       3  質疑応答 (30分) 司会 「市民の目フォーラム北海道」代表 原田 宏二 

 

茨城の布川事件でも冤罪判決、無罪まで 43年も

かかりました。冤罪が確定した鹿児島の志布志事件、

富山の氷見事件は、国（検察）、県（警察）の責

任を追及する国賠訴訟が行われています。       

しかし、冤罪なのに、検察、警察は違法捜査を

認めていません。 

冤罪国賠だけではなく、最近、全国的にも警察

官の職務執行をめぐる国賠訴訟が増えています。 

しかも、警察は決して謝りません。被害を受けた

市民は訴訟費用もありません。相談する人もいま

せん。泣寝入りするだけです。ようやく奇特な弁

護士を探して提訴、長い時間をかけて争っても、

残念ながらほとんど勝てません。この 10年で勝

訴率 6%という数字もあります。圧倒的に警察側が

勝訴し、結局、市民は再びダメージを受けます。 

一方、警察は税金で弁護士を雇い、組織を挙げて

対抗します。原告に有利な証拠は提出されず、 

警察官の証言は期待できません。万が一、警察が

敗訴しても賠償金は税金で払われます。これは究

極の税金のムダ遣いです。警察官個人の責任も追

及されません。だから、冤罪は繰り返され、警察

官の丌祥事、違法行為はなくならないのです。ま

るで、明治憲法下の国家無答責の法理（公務員は

天皇に対してのみ責任を負い、公権力の行使によ

って市民に損害を加えても、国家は損害賠償責任

を負わないとする法理）が今も生きているようで

す。この現実を、わが身に降りかかるまで、ほと

んどの市民は知りません。そこで「市民の目フォ

ーラム北海道(略称：CEFH)」では、国賠訴訟の現

状、ことの重大性など、国賠訴訟を巡る諸問題を

広く市民に理解して貰うため、お２人の弁護士に

よる講演会を開くことにしました。 

皆さんのご参加を心からお待ちしております。

（入場無料） 

http://shimin-me.net/
mailto:shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp
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その 2        7 月 7 日 原告 1000人募集 

原発はいらない 泊廃炉を求める緊急集会 

 

日時：平成 23年 7月 7日（木） 午後 7時から（開場午後 6時） 

場所：札幌市中央区北 2条西 7丁目  かでる 2・7 

主催：「泊原発廃炉訴訟の会」  

問い合わせ先：市川守弘弁護士 011-281-3343 

 

３月１１日の東日本大震災によって福島第一

原発は致命的な事故を起こし、いまだに収束の見

通しさえたっていません。 

 北海道には北海道電力の泊原発があり、隣接す

る青森県大間町には電源開発（東京）が建設中の

大間原発があります。大間から函館までは最短で

２３キロ。北海道民にとって原発問題は他人事で

はありません。 

今回の福島第一原発の事故は事業者の言う「安

全」がまったく信用できないものであることも明

らかになりました。このような事態に直面し、北

海道に住む私たちがいまやるべきことは何か。そ

んなことを模索している中、北海道でもようやく

具体的な動きが出てきました。 

札幌弁護士会の市川守弘弁護士が中心となり、

泊原発の危険性・違法性を司法の場で議論し、裁

判を通じて、泊原発の問題を道民だけでなく世界

の人々に訴え、廃炉という判決を勝ち取ることが、

もっとも近道ではないかとする「泊原発廃炉訴訟

の会」を立ち上げました。 

「泊原発廃炉訴訟の会」は設立後、1000人の原告

を募る運動を展開するほか、泊原発廃炉を求める

運動を幅広く展開する予定です。「泊原発廃炉訴

訟の会」は皆さんの参加を呼びかけています。

 なお、この集会につては、「市民の目フォーラム北海道」としても賛同し、「泊原発廃炉訴訟の会」に

も参加する予定です。

 

それでも警察官か？ 

   巡査から警部まで 盗撮、下半身露出とは 

 

６月 10 日、札幌白石署地域課の統括官の警部

（44歳）が公然わいせつの疑いで書類送致され減

給の懲戒処分となった。今年 2月にＪＲの列車内

で、泥酔して下半身を露出し乗客によって駅員に

突きだされたという。統括官といえば大勢の交番

勤務の警察官を指揮監督する立場の幹部だ。 

4月22日にはスカート内を盗撮しようとしたと

して、道警尐年課の巡査部長（31歳）が道迷惑防

止条例違反の疑いで現行犯逮捕された。 

警察官は品行方正などとは思わないが、上から

下までこれはひどすぎはしないか。業務に関連し

た丌祥事も続いている。 

1 月には、40歳代の道警本部捜査第 2課の男性

警部補がニセの参考人供述調書を作ったとして、

虚偽公文書作成・同行使容疑で書類送検され、減

給 10％1 カ月の懲戒処分を受け、警部補は同日、

依願退職した。 

2 月には、今度は道警刑事部組織犯罪対策局・

組織犯罪対策課の警部補（55歳）が、知人の男性

に頼まれ、この男性の知人の犯罪歴を教えたとし

て、この知人男性Ｓとともに、地方公務員法（守

秘義務）違反で逮捕された。この問題では、道警

の刑事部組織犯罪対策局・捜査第 4課統括官のＩ

警部（50歳）が自殺した。  
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毎月のように起きる警察官の丌祥事、これは北海道だけなのか。「市民の目フォーラム北海道」では、

平成 12 年～23 年までの「全国の警察職員の懲戒処分等の状況」について、警察庁に文書開示請求をし

た。その結果を要約して紹介する。 

① 懲戒処分者が最も多かったのは、平成 14年の 568人、懲戒免職も 59人だった。 

平均すると年間の懲戒処分者は 400人、懲戒免職は 41人に上る。 

② 業務上の問題が約 3割、私行上が 7割だ。 

③ 事由別懲戒処分 

交通事故・違反 736人、窃盗・詐欺・横領等 704人、特別法犯 455人、公金・公文書紛失及び公文

書偽造等 233人、暴行等 137人、職権濫用・収賄供応 121人 

④ 平成 22年中の処分者の部門別割合（監督責任を除く） 

総・警務部門 19.7%、 生活安全部門 8.9%、地域部門 29.1％、刑事部門 15.7%、組対部門 7.7%、 

交通部門 10.9%、警備・公安部門 8.0% 

⑤ 平成 22年中の階級別の処分者数 

警視以上 4.0%、警部 10.3%、警部補 26.0％、巡査部長 20.0％、巡査 34.9%、一般職員 4.9％ 

⑥ 平成 22年中の年齢別処分者数 

50歳以上 34.0%、40歳代 20.6％、30歳代 23.4％、30 歳満 22.0% 

 

         国賠事件の増加は弁護士の増加のせい？ 

          弁護士は北海道警察の弱体化を狙っている    

  

北海道警察本部監察官室の訟務事務資料「平

成 22 年中における訟務事案の概要について」

に面白いことが書いてある。 

 監察官室とは、警察職員の丌祥事や懲戒処分

の調査、職務執行に関する苦情処理、訴訟対策

等を所管するセクションである。警察職員の丌

祥事があると、「警察職員としてあるまじき行

為である。事実関係を調査して厳正に処分した

い。」と記者会見で毎回同

じような釈明をして、深々と頭を下げているの

が監察官室長（警視正）で、その下に大勢の監

察官、訟務官、統括官という警視、警部クラス

の警察官が勤務している。彼らの最大の仕事は

組織防衛である。この資料は、その監察官室の

訴訟事務に関するものである。その一部を抜粋

して紹介する。  

 

抜粋文 昨年中に取り扱った争訟事件の総件数

は、前年に比較して大幅に増加した。その主な

要因は、行政訴訟事件や行政丌服申立事件が増

加したためであり、特に行政訴訟事件について

は、約 5 割が弁護士に委任することなく被処分

者自らが提訴に及ぶというものであって、国民

の司法参加への意識の高まりが顕著に認めら

れた。また、国家賠償請求事件（以下「国賠事

件」という。）では、自動車運転過失致死傷罪

等で緊急逮捕され留置施設において死亡した

被疑者の遺族が、安全確保義務を怠ったなどと

して損害賠償を求める事件や、北海道警察の元

警察官が、現職時代の違法な配転、昇任拒否に

より精神的苦痛を被ったなどとして損害賠償

を求める事件等が発生した。 

特に、元警察官による人事が違法であるとす

る事件は前例のないものであり、司法制度改革

に伴って弁護士数が増加したことに伴い、今後、

弁護土が新たな活動分野を模索し又は北海道

警察組織の弱体化を図るため、北海道警察の

様々な処分等に着目のうえ訴訟を提起してく

ることも十分予測される。（以下 省略） 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=129i2p8u0/EXP=1308575159;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVGpXdHZKb242OENILWRLQXZ5VW90aV9TcnZSR1RSZ3FIcEZwUG9mQUFQbHpPdm5tY3JHQ0J5dkJIMQRwAzVieUI2SzIzNWFPcjQ0T1E0NE9ENDRLNARwb3MDNjcEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/*-http:/kido-airaku.net/gallery/works/img/large/21.jpg
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  これを読んで笑ってしまった。弁護士が増え

たからといって「弁護土が新たな活動分野を模

索して訴訟を提起する」などと予測するのは的

外れである。 

「市民の目フォーラム北海道」では、警察官の

違法行為により損害を受け、国賠訴訟を提起す

るため弁護士を探したがなかなか見つからな

い、との相談をたびたび受ける。 

弁護士が警察権力に腰を引くということは

あり得ないと思うが、弁護士が警察相手の国賠

事件に積極的だとも思えない。私が知っている

警察相手の国賠訴訟の代理人を引き受けてい

る弁護士の多くは手弁当のことが多い。しかも、

警察の徹底した組織防衛の前に勝率も極めて

低い。一般の民事訴訟に比べて、警察相手の国

賠訴訟は厄介なことが多いようにみえる。 

 国賠訴訟が「北海道警察組織の弱体化を図る

ため」に提起されるという認識に至っては、警

察の本音が出ていて面白い。警察がこうした認

識でいるから、警察官の丌適切な職務執行や丌

祥事が無くならないのだ。だから、争訟事件が

増えるのではないか。 

 ついでに、警察庁に全国の国賠訴訟の１０年

間の推移について情報開示請求をしてみた。 

その結果、平成 13 年には、年間の国賠事件

の一審の発生件数は 130件だったのが、年々増

加し平成 22 年には 188 件で 58 件、45%も増え

ている。毎年平均すると 224 件が継続事件にな

っている。ちなみに原告の勝訴率は 6％に過ぎ

ない。 

 

 

           国賠訴訟の嵐 謝らない原告警視庁  

            ヤミの警備・公安警察の暴走を許すな 

 

警察を原告とする国賠訴訟が増えていること

は統計上からも明らかだが、このところ警視庁を

原告とする国賠訴訟が目立つ。 

5 月には、警視庁に関わる重大な問題をめぐり

国賠訴訟が立て続けに提起された。警視庁公安部

外事第三課の「公安テロ情報流出」問題（原告イ

スラム教徒 14 人）と「国松警察庁長官（当時）

狙撃事件捜査結果公表」問題（原告教団主流派「ア

レフ」）だ。 

 いずれも、我が国の首都警察である警視庁の公

安部による重大な人権侵害が疑われる問題だ。   

しかも、警備・公安警察という警察のヤミに包

まれた部門に関する提訴だけに訴訟の行方が注

目される。 

 5月 31日には、平成 16年 1月 26日、新聞販売店の寮で小出亜紀子さん（当時

24歳）が無残な殺害遺体で発見された事件で、両親が提起した国賠訴訟について、

最高裁判所が警視庁の上告を棄却し、警察の捜査怠慢の責任を認めた高裁判決が

確定した。この判決は死亡との因果関係を否定してきた一連の判決の流れを大き

く変えるものであり、高く評価される。 

 

6 月 14 日には、痴漢容疑で警視庁新宿警察署の警察官の取調べを受けた後、駅のホ

ームから投身自殺した原田信助さん（当時 25 歳）の母親・尚美さん（54 歳）が、「息

子は違法な取調べによって精神的苦痛を受けた」として、2011（平成 23）年 4月 26日、

東京都（警視庁）を相手取って提起した国家賠償請求訴訟の第１回口頭弁論が東京地

裁第 709号法廷で開かれた。 

 

http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900156043.jpg
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布川事件 冤罪判決に思う 

自白は｢取調官の誘導｣ 懲りない警察・検察 

  

5 月 25 日、最高裁判所

は、強盗殺人などで無期懲

役が確定、服役した元被告

の桜井昌司さんと杉山卓

男さんの再審開始を認め

た東京高等裁判所の決定を支持して再審を決定

した。何と、無実の罪で逮捕されてから無罪まで

43 年の歳月を要した。 

検察側は控訴せず判決は確定した。 

いつものことだが、無罪判決を伝える報道には、

裁判所、検察、警察が２人に対して謝罪したとい

う記事はなかった。 

それどころか、検察幹部が「真摯に受け止めな

ければならないが、時代が古すぎる。」と話した

という。（平成 23年 5月 25日 北海道新聞） 

 

この検察幹部の発言は、半分はウソで、半分は

言い訳だろう。「真摯に受け止める」というのは

ウソだ。警察・検察が冤罪事件を真摯に受け止め

ていたらこんな数多くの冤罪事件があるわけが

ない。「時代が古すぎる」というのは、昔の捜査

は人権無視の取調べが行われていたということ

の裏返しだろうが、ごく最近の事件でも冤罪が起

きているから、これは言い訳に過ぎない。犯罪捜

査に携わる検察幹部がこんな認識だから冤罪は

無くならないのも当然だと、改めて思った。 

 

現行の刑事訴訟法は、1948（昭和 23）年に制定

され、1949 年（昭和 24 年）1 月 1 日に施行され

た法律である。 

 この法律が施行された後に一体何件の冤罪事

件が起きているというのか。 

以下、各年代別に発生した重要事件で無罪判決

が確定した事件を拾ってみる。1950 年代 20 件、

1960年代 6件（うち 1件は布川事件）、1970年代

12 件、1980 年代 14 件、1990 年代 8 件(うち 1 件

は足利事件)、2000年代 28件となっている。合計

すると 88 件だ。現行の刑事訴訟法が施行されて

から約 60年間で 88件。これが多いか尐ないかは

別として、いかなる理由があっても警察・検察は

無実の人間に刑罰を科すことに手を貸してはな

らない。 

これが捜査権という強力な権力を行使する者

の基本だろう。2000年代の事件が最も多くなって

いるのも問題だが、この中には 2002 年の氷見事

件、2003 年の志布志事件、2009 年の障害者団体

向け郵便制度割引悪用事件（村木事件）が含まれ

ている。88件の冤罪事件はいずれもマスコミで大

きく取り上げられた事件である。 

 

このほかにマスコミに大きく取り上げられなかった冤罪事件は無数にあるのだ。 

さらに、冤罪が疑われる事件も無数にある。 

 

古い事件では、1916(昭和 36)年の三重県名張每ぶどう酒事件、1963（昭和 38）年の埼

玉県狭山市の狭山事件等だ。平成 4 年の福岡県の飯塚事件では、死刑が執行されたが再

審請求が行われている。それでも、警察も検察も取調べの全面可視化には消極的だ。 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1948%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1949%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%881%E6%97%A5
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 相談ＢＯＸ受理集計表（平成 23 年２回目） 

23.4.1～ 23.6.30（ ）は累計 

相 談 等 の 内 容 相  談  者  区  分 

 手    段 メール 電 話 その他 警察職員ＯＢ 一般市民 計 

警
察
関
係
の
相
談

等 

 

苦   情   （ 1） 1  ( 1)    1  ( 2） 1  ( 2) 

相   談 11 (20) 6 ( 9) 3 ( 3)   20  (32) 20  (32） 

要   望      ( 1)   ( 1) ( 1) 

情報提供 （ 5）          ( 5)   ( 5) 

そ の 他  ( 2)   4 ( 4)  4 ( 6) 4  ( 6) 

  その他の相談   ( 1)   ( 1)   ( 1) 

 合   計 11 (28) 7 (10） 7 ( 9)    25 (47) 25 (47) 

  （前回16号では、一部の方に昨年度の累計を足したものを送付しました。訂正します。） 

「市民の目フォーラム北海道」では、警察の仕事に関する苦情や相談をいつでも受け付けて 

います。相談は無料です。秘密は厳守します。電話やメールで気軽に相談して下さい。 

  ☎ 050－7524－8995   e-mail  shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 

最近の相談内容 

この会報にも掲載したが、国賠訴訟小出事件への支援のきっかけは、原告代理人の弁護士から受けた

相談だった。「新宿署違法捜査国賠訴訟」も原告の原田尚美さんからの相談がきっかけで支援をするこ

とになった。ことの性質上、全てを明らかにはできないが、相談ＢＯＸもそれなりの成果を上げている。 

 

カンパのお願い 

この会報でも触れましたとおり、全国的に警察

を原告とする国賠訴訟が増えています。 

市民の目フォーラム北海道」では、これまでも、

道警の人事権乱用訴訟や積丹岳遭難救助失敗訴

訟、道外では熊本県警機動隊員いじめ自殺訴訟、

鹿児島の志布志事件、富山の氷見事件等の冤罪国

賠訴訟を支援してきました。本年に入りましても、

警視庁新宿署違法捜査訴訟、外事第三課の国際テ

ロ情報流出事件訴訟等の国賠訴訟支援を始めて

います。国賠訴訟は、隠された警察の実態を国民

に知らせる絶好に機会であり、原告が圧倒的に丌

利だとされる国賠訴訟に、当フォーラムの警察Ｏ

Ｂが保有する警察に関する知識を役立ててもら

う機会でもあります。 

そのためには、当フォーラムの活動の場を全国

に広げる必要があります。皆さんにおかれまして

は、かかる活動の現状にご理解いただき、同封の「払

込取扱票」をご利用いただき、当フォーラムの活動

資金のカンパにご協力いただけますよう、お願い申

し上げます。 

 

カンパのご案内 

下記宛てのゆうちょ銀行の口座に振替・送金ができます。（送金手数料は無料） 

送金先 「市民の目フォーラム北海道」 

口座 記号・番号 ０２７５０－６－４４０９３ 

今回は同封しましたが、ゆうちょ銀行に口座のない方は、払込取扱票をお送りしますので電話又はメ

ールで事務局にお問い合わせください。郵便局窓口やＡＴＭから送金できます。 

では、講演会７・９、緊急集会７・７、会場でお会いしましょう。お待ちしています。（終） 

mailto:shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp

